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１ カルタヘナ法施行規則第２条第２号では、自然条件での核酸の交換を起こす
ことが知られているウイルスについては、カルタヘナ法上のナチュラルオカレンス
として、その対象とする技術から除外する旨を規定しているところです。 

 
２ 既に文部科学省より、８種類のインフルエンザウイルス株をカルタヘナ法上のナ
チュラルオカレンスに該当するものとして取り扱う旨の判断が示されているところ
ですが、今回、新たに４種類のインフルエンザウイルス株について国立感染症
研究所組換えＤＮＡ実験安全委員会の意見等を踏まえ検討を行いました。 

 
３ その結果、下記に掲げる４種類のインフルエンザウイルス株についてカルタヘ
ナ法上のナチュラルオカレンスに該当するものとして取り扱うことと判断します。 

 
記  
 

 ・A/Egypt/N03072/2010(H5N1)（IDCDC-RG29） 

 ・A/Egypt/3300-NAMRU3/2008(H5N1)（IDCDC-RG13） 

 ・A/common magpie/Hong Kong/5052/2007(H5N1)（SJRG-166615）  

 ・A/Hubei/1/2010(H5N1)（IDCDC-RG30） 


